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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、グローバル経営とキャッシュフロー経営をベースに、コーポレート・ガバナンスなど組織文
化の質的向上と、ROE重視の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長を並行して実現しつつ、企業価値を中長期的に高めて
いくことが必要であると考えています。経営判断の原則を踏まえたリスクテイクのもと、迅速・果断な意思決定により、経営の効率性向上と透明性
確保の両立、説明責任の強化、企業倫理の徹底を図り、企業理念に立脚したコーポレート・ガバナンスの確立に取り組みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しています。また、プライム市場向けの内容の記載も一部含みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

当社は、政策保有株式について、保有に関する方針を定めるとともに、資本コストその他の指標とも照らし合わせて、銘柄ごとに保有の意義およ
び経済合理性の有無を定期的に検証します。取締役会は、検証結果の報告を受け、保有継続・売却の方針を審議します。なお、当社株式を保有
する取引先等からの売却の意向に対しては、当社の考えを伝えることはあっても、妨げることはしません。また、政策保有先との取引については、
定期的にその規模や内容を確認し、経済合理性を検証します。

(1)政策保有に関する方針

　取引関係・提携関係の維持・強化等を目的として取得した取引先等の株式のうち、戦略的な有用性が薄れた銘柄については、段階的・計画的な

　売却に取り組みます。

(2)議決権行使の基準

　政策保有株式に係る議決権の行使については、当社および当該取引先等の企業価値向上の観点に立ち、保有目的に照らし個々に判断した上

　で行います。その際、取締役の選解任、買収防衛策の導入・延長など企業価値への影響が大きい議案については特に慎重に合理性・必要性の

　確認を行います。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社は、取締役と会社間で取引を行う場合、会社法に定める利益相反規制に則り、取締役会の承認を得るとともに、その結果の報告を行います。

【補充原則２－４－１】

当社グループは、事業を支える人財の多様性を重視し、多様性確保に向けた取り組みを推進してきました。さらに、2021年より、ダイバーシティ推
進活動をD＆I（ダイバーシティ＆インクルージョン）活動へ深化させています。「自分自身も多様な一人」という感覚を持ち、過度に周囲に遠慮する
ことなく従業員が自由に発言し、行動できる組織風土を醸成していきます。イノベーションの源である多様性を活かし企業価値の向上に取り組みま
す。

当社は、その基盤となる多様な人財の活躍支援策として以下を推進しています。

(1)女性の管理職への登用

　当社の課題は、管理職及び管理職候補者層に占める女性の割合を増やすことです。そこで女性活躍推進法一般事業主行動計画において、

　2020年4月1日から以下の主な目標を掲げて活動し、すべて達成いたしました。なお、現在の当社及び国内中核事業会社※における女性管理

　職の割合　2.1%（27人／1,310人中）です。

　① 事務系新卒総合職の女性採用比率を40%以上とする。

　② 女性管理職候補者層の昇進比率を15%以上とする。

　2022年1月からの5ヵ年計画として以下の主な目標を設定し活動を進めて参ります。

　① 事務系総合職採用(中途採用を含む)に占める女性の割合を50%以上とする。

　② 係長級の女性の人数を2021年度比2倍以上とする。

(2)外国人・中途採用者の管理職への登用

　当社は、国籍を問わない多様な人財の採用・育成に取り組んでいます。当社グループでは、海外事業の拡大とともに、グループ従業員の約半

　数は外国籍社員となっており、継続的な人財育成を行い、グループ各社のキーポジションへの外国人の登用を積極的に進めています。

　また、当社は、社外での多様な経験やバックグランドを有する方の中途採用を強化してきており、毎年新卒と同規模の中途採用を計画していま

　す。管理職の登用については、役割等級制度を導入し当社での勤続年数にかかわらず実力を持つ方が早期に昇格できる仕組みとしており、今

　後、中途採用者比率の増加とともに中途採用者の管理職登用数も増やしていきます。なお、現在の中途採用者の管理職の割合は、当社及び

　国内中核事業会社※で　10.1%（133人/1,310人中）です。

　※　国内中核事業会社とは、無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維の各事業セグメントの中核会社7社で、数値は

　　　当社を含め、2021年10月1日時点のものです。



【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、年金制度の安全かつ適切な管理・運営、年金資産の安全かつ効率的運用を行うために、資産管理委員会を設置し、受益者との間に利益
相反が生じないよう配慮のうえ、必要な審議・調整に当たります。また、資産管理委員会の構成員として財務経理・人事各部門の責任者や担当ス
タッフを配置するとともに、その育成を図ります。

【原則３－１．情報開示の充実】

(1)経営理念、経営戦略、経営計画

　当社は、コーポレート・ガバナンスの取組みの基礎となるすべての役員・従業員が共有すべき価値観として、次の企業理念を掲げています。

　（企業理念：https://www.nisshinbo.co.jp/profile/vision/philosophy.html）

　「挑戦と変革。地球と人びとの未来を創る。」

　当社は、企業理念のもと、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、事業を通じて人間社会に貢献し、社会とともに成長していくことが当社

　の使命であると考えています。その使命を果たすために、「モビリティ」「インフラストラクチャ―＆セーフティ」「ライフ＆ヘルスケア」の3つを戦略

　的事業領域に定め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて邁進しています。

　当社は、ROE・利益率の向上を最優先し、健全で持続的な成長によりグループ企業価値を高めることを成長戦略の基本とします。また、ROE12%

　達成を来る2025年に実現させる目標と定め、収益力の持続的向上に取り組んでいます。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針

　上記の「１．基本的な考え方」に記載しています。

(3)取締役・経営陣幹部の報酬決定に関する方針・手続き

　当社は、取締役の報酬決定に関する方針・手続きについては、本報告書のⅡ １．機関構成・組織運営等に係る事項の【取締役報酬関係】「報酬

　の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。執行役員の報酬決定についても、同方針に準じています。

(4)取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任に関する方針・手続き

　・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。

　・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する

　　方針を決議します。

　・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数

　　を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。

　＜取締役の選任＞

　・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取

　　締役候補者として取締役会に答申します。また経営人材として特に秀でた資質・適性・実績を有する取締役を経営トップ候補者として取締役会

　　に答申します。

　・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、取締役候補者の指名、代表取締役・役付取締役の選定を行います。

　＜取締役の解任＞

　・指名委員会は、その審議により経営トップを含む取締役に経営人材としての資質・適性を欠くなどの不適格事由を認めた場合、判断理由を付し

　　て当該取締役の解職などについて取締役会に答申します。

　・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、代表取締役・役付取締役の解職又は株主総会への取締役解任議案の付議について決定します。

　＜執行役員の選任＞

　・指名委員会は、その審議により事業子会社の代表者や当社の管理職等の中から、高い志と胆力を備えマネジメント力や専門性に特に秀でた

　　幹部人材を執行役員候補者として取締役会に答申します。

　・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、執行役員の選任、役付執行役員の選定を行います。

　＜執行役員の解任＞

　・指名委員会は、その審議により執行役員に幹部人材としての資質・適性を欠くなどの不適格事由を認めた場合、判断理由を付して当該執行役

　　員の解任又は解職について取締役会に答申します。

　・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、執行役員の解任又は役付執行役員の解職について決定します。

　＜監査役の選任＞

　・取締役会は、指名委員会の審議を踏まえ、幅広く経営を俯瞰する見識と、財務・会計・法務等に関する知見や経営経験等を有する人材を監査

　　役会の同意を得た上で、監査役候補者に指名します。

(5)取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任理由

　取締役個々の選解任理由および監査役（補欠監査役を含む）個々の選任理由については、株主総会招集通知に記載します。

　　（招集通知： https://www.nisshinbo.co.jp/ir/stock/meeting.html）

【補充原則３－１－３】

(1)サステナビリティに関する取組み

　当社は、持続可能な社会の実現を目指しサステナビリティへの取組みを推進してきました。グループの事業が社会とともに持続的に成長するた

　めに取り組むべき課題として「グローバル・コンプライアンス」「環境・エネルギー分野の貢献」「安心・安全な社会づくり」の３つをマテリアリティ（重

　要課題）として特定しています。また、気候変動は、国・地域を超えて地球規模の課題となっており、温室効果ガスの削減は世界共通の長期目

　標となっており、気候変動による事業機会の取り込みおよびリスクへの適切な対応を行うことが重要であると考えています。当社は、当連結会計

　年度より、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に準じた気候変動シナリオ分析を開始しました。また2022年4月1日付けでCSR

　室をサステナビリティ推進室に改編しました。CSR室は企業の社会的責任に配慮した経営活動を進めてきましたが、企業に求められる役割が、

　CSRを基盤とした長期的な価値創造へと変化してきたことに対応するため、社会とともに持続可能な成長を図る「サステナビリティ経営」に資する

　よう、組織を改編し機能を強化していきます。

　サステナビリティへの取組みについては、ホームページ並びに、有価証券報告書、統合報告書等に開示しています。

　（サステナビリティ）https://www.nisshinbo.co.jp/csr/sdgs_contribution.html

　（マテリアリティ）https://www.nisshinbo.co.jp/csr/management/materiality.html

　（有価証券報告書）https://www.nisshinbo.co.jp/ir/library/securities_report.html

　（統合報告書）https://www.nisshinbo.co.jp/ir/library/annual_report.html



　また、当社の取締役会では、以下のサステナビリティに関する基本方針を定めました。

　＜サステナビリティに関する基本方針＞

　当社は、企業理念「挑戦と変革。地球と人びとの未来を創る。」のもと、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、持続可能な社会の実現に

　向け、当社グループの各事業を環境・エネルギー軸に沿ってグローバルに展開します。また、サステナビリティを巡る課題として、ＥＳＧに関わる

　マテリアリティを掲げ、地球環境問題をはじめとする社会課題の解決に向けたソリューション、人びとの安全・安心な暮らしなど社会のニーズに

　応えるソリューションを提供します。

(2)人的資本への投資

　当社は、「事業は人なり」の考えのもと人財育成に力を入れています。人的資本への投資の取組みについては、統合報告書、及びホームページ

　の人財の育成において詳しい内容を開示しています。

　（人財の育成）https://www.nisshinbo.co.jp/csr/human-rights/training.html

(3)知的財産への投資

　当社グループは、“環境・エネルギー”を軸とし、「モビリティ」、「インフラストラクチャー＆セーフティー」、「ライフ＆ヘルスケア」の3つの分野を戦

　略的事業領域に定め、これらの分野で競争力のある製品・技術の開発に力を注いでいます。各事業での研究開発に加え、グループ横断的な研

　究開発活動を行っており、多岐にわたる保有技術を融合してイノベーションを創出し、持続可能な社会へ資する新たなバリューの提供を目指して

　います。知的財産への取組みについては、有価証券報告書の研究開発活動として開示をしています。また特許取得件数については、統合報告

　書に記載しています。

【補充原則４－１－１】

取締役会では、会社法その他の法令および取締役会規則・決定権限規定等の社内規定に定める付議基準に基づき、経営戦略・経営計画の決定
、事業ポートフォリオ・グループストラクチャーの変更、Ｍ＆Ａ案件・投資案件の実行など取締役会で決議すべき経営上の重要事項について審議し
、決定しています。

他方、取締役会は、取締役会付議事項を除く業務執行上の重要事項に関する判断・決定を経営陣に委任しています。委任事項の実行と取締役
会付議事項の内容確定については、執行役員で構成される経営戦略会議の審議を経て、社長が決定しています。

取締役会は、経営陣から取締役会決定事項や委任事項の執行状況について報告を受け、そのモニタリングを行っています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

取締役会は、会社法に定める社外要件および金融商品取引所が定める独立性基準に照らして、独立社外取締役としての適格性を慎重に判断し
た上で、本人の同意を得て、選任しています。

【補充原則４－１０－１】

当社は、取締役・執行役員の報酬決定プロセスおよび取締役・監査役・執行役員の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締
役会の諮問機関として、社外取締役が加わる独立した指名委員会および報酬委員会を設置します。

取締役会は、指名委員会および報酬委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。

指名委員会および報酬委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員と
し、その過半数を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。なお、指名委員会の権限・役割については、本書Ⅰ

1 (4)取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任に関する方針・手続きに、報酬委員会の権限・役割については、本書Ⅱ 1 【取締役報酬関係】(1)

取締役報酬の決定に関する基本方針・手続きに記載しています。

【補充原則４－１１－１】

取締役会は、当社グループの各事業を環境・エネルギー軸に沿ってグローバルに展開するために、優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企
業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取締役候補者に指名するとともに、ジェンダーや国際性、職歴、年齢を含む多様性
の確保を通じて、取締役会の構成の充実を図ります。また、取締役会が備えるべき経験、知見、専門性等のスキルおよび各取締役が有するスキ
ルの組合せについては、社外取締役が加わる指名委員会で審議します。

現在の取締役会の構成は、取締役12名、うち独立社外取締役5名（女性2名含む）となっています。なお、当社定款で取締役の員数は14名以内と
定めています。

各取締役の経験・専門性等を一覧化したスキルマトリックスは、本書の添付３に記載しています。

なお、取締役の選任に係る手続きは、本書Ⅰ 1 (4)取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任に関する方針・手続きの「取締役の選任」に記載し

ています。

【補充原則４－１１－２】

当社は、社外取締役および社外監査役がその役割・責務を適切に果たすことができるよう、指名にあたって、他の上場会社やそれに準じる会社・
団体等における役員兼任状況を把握し、取締役会・監査役会への出席や職務の遂行に差し支えない範囲であることを確認しています。社外役員
を含む取締役・監査役の役員兼任状況は、株主総会招集通知に記載しています。

　（招集通知：https://www.nisshinbo.co.jp/ir/stock/meeting.html）

【補充原則４－１１－３】

当社は、取締役会の実効性に関するアンケートを毎年実施しており、本年も取締役・監査役全員から回答を得て、その集計結果を取締役会に報
告しました。

取締役会では、アンケートの回答に表れた現状認識や課題意識の分析、昨年掲げた優先取組み事項（以下２項目）への対応状況の確認を通じて
、取締役会の実効性の評価と今後の改善に向けた審議を行いました。

・議題の背景となる事業環境への理解が深まる資料の提供やレクチャーの企画

・経営戦略等の大きな方向性や事業ポートフォリオについて集中して議論する場の設定

その概要は、次のとおりです。

当社取締役会は様々なバックグラウンドを有するメンバーの経営経験や専門的知見を生かして、活発な発言・討議を行っています。昨年掲げた優
先取組み事項については、社内会議体への社外役員の参加やWeb会議システムの活用機会を増やし、多様な事業環境の理解促進に資するとと
もに、経営戦略等の大きな方向性や事業ポートフォリオに関わる複数の案件について計画的に審議しました。また、TCFDや地球環境問題に関わ
る講演会を企画・開催しました。

今後の改善に向けては、次の２項目を本年の優先取組み事項としました。

・サステナビリティ、事業ポートフォリオ、経営戦略等の重点テーマについて議論する場の設定

・取締役会および独立した委員会のさらなる審議の充実と実効性向上に資する諸施策の実施

【補充原則４－１４－２】

取締役・監査役に対しては、CSR・コンプライアンス・事業戦略・研究開発等適宜テーマを選定して研修を行うほか、新任の取締役・監査役に対して



外部研修を受講する機会を設けています。社外取締役・社外監査役に対しては、事業内容の理解促進に向け、事業部門トップによる概況説明や
主要な事業所・研究所の視察研修を実施しています。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、ステークホルダーの皆さまの声に耳を傾け、理解と信頼を得てこそ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が可能になると
考えており、以下の諸施策の実行を通じて、株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションを深めてまいります。

（コミュニケーションに関する諸施策）

・株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションに関する諸施策は、ＩＲ担当取締役が統括します。ＩＲ担当取締役は、コーポレートコミュニケーション

　・財務経理・法務等の各部門担当者で構成されるＩＲチームの責任者となり、社内情報の一元的な収集にあたるとともに、社外に向けた正確かつ

　公正な情報発信、積極的なＩＲ活動を行います。

・株主の皆さまと経営トップが直接対話できる株主総会、経営トップ自らが経営戦略・経営計画について説明を行う決算説明会・海外投資家向け

　説明会の充実に努めます。また、国内外投資家の皆さまとの個別ミーティングを通年で企画・実施します。

・株主・投資家の皆さまからの面談の申込みに対しては、コーポレートコミュニケーション部門担当者が窓口となって対応しますが、必要と認めた

　場合、ＩＲ担当取締役その他の取締役・監査役・執行役員が対応に加わります。

・株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションに関する諸施策を含むＩＲ活動の取組み状況は、定期的に取締役会に報告され、そのレビューを受

　けます。

・株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションに際して、インサイダー情報を伝達することのないようＩＲチーム内部で徹底していますが、決算情報

　の漏洩を防ぎ、公平性を確保するために、決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間とします。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,032,800 10.83

富国生命保険相互会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 9,000,000 5.41

帝人株式会社 7,370,356 4.43

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,333,400 3.80

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）
4,821,587 2.90

株式会社シティインデックスイレブンス 4,249,600 2.55

四国化成工業株式会社 2,600,000 1.56

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） 2,553,344 1.53

日本毛織株式会社 2,282,000 1.37

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 2,239,127 1.34

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

(1)　2021年10月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀行株式会社より以下の２社が2021

　年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株式数の確認がで

　きませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

　①　氏名又は名称：三井トラスト・アセットマネジメント株式会社

　　　　住所：東京都港区芝公園一丁目１番１号

　　　　保有株券等の数5,881（千株）、株券等保有割合3.28（％）

　②　氏名又は名称：日興アセットマネジメント株式会社

　　　　住所：東京都港区赤坂九丁目７番１号

　　　　保有株券等の数2,332（千株）、株券等保有割合1.30（％）

　③　①～②の合計

　　　　保有株券等の数8,213（千株）、株券等保有割合4.59（％）

(2)　2021年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより以

　下の３社が2021年10月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株

　式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

　①　氏名又は名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

　　　　住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　　　　保有株券等の数3,909（千株）、株券等保有割合2.18（％）

　②　氏名又は名称：三菱UFJ国際投信株式会社



　　　　住所：東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

　　　　保有株券等の数872（千株）、株券等保有割合0.49（％）

　③　氏名又は名称：三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社

　　　　住所：東京都千代田区大手町一丁目９番２号

　　　　保有株券等の数1,980（千株）、株券等保有割合1.11（％）

　④　①～③の合計

　　　　保有株券等の数6,762（千株）、株券等保有割合3.78（％）

(3)　2022年１月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、マラソン・アセット・マネジメント・リミテッドが2021年

　12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができ

　ませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

　①　氏名又は名称：マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド

　　　　住所：英国WC2H 9EAロンドン、アッパー・セントマーティンズ・レーン5、オリオン・ハウス、

　　　　保有株券等の数12,026（千株）、株券等保有割合6.72（％）

(4)　2022年１月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社他１社が2021年12月31日現在で

　以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上

　記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

　①　氏名又は名称：野村證券株式会社

　　　　住所：東京都中央区日本橋一丁目13番１号

　　　　保有株券等の数278（千株）、株券等保有割合0.16（％）

　②　氏名又は名称：野村アセットマネジメント株式会社

　　　　住所：東京都江東区豊洲二丁目２番１号

　　　　保有株券等の数7,247（千株）、株券等保有割合4.05（％）

　③　①～②の合計

　　　　保有株券等の数7,525（千株）、株券等保有割合4.20（％）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社では、「関係会社運営規定」を定め、関係会社の自主性の尊重と経済合理性に則った経営を基本方針とし、各子会社の事業の拡大・発展と
業績の向上を図っています。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

多賀啓二 他の会社の出身者

藤野しのぶ その他

八木宏幸 弁護士

中馬宏之 学者

谷奈穂子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

多賀啓二 ○ ―――

政府系金融機関における豊富な業務経験・経
営経験と事業会社における経営実績、高い見
識を活かして独立した立場から当社のグルー
プ経営を監督いただけると判断したためであり
ます。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。

藤野しのぶ ○ ―――

キャリアカウンセラーとしての人材育成や組織
開発、ダイバーシティ推進等に関する専門的な
知識・経験を有しており、その豊富な知識・経験
を活かして独立した立場から当社のグループ
経営を監督いただけると判断したためでありま
す。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。



八木宏幸 ○ ―――

法律に関する専門的な知識と法曹界における
豊富な経験、高い見識を活かして独立した立
場から当社のグループ経営を監督いただける
と判断したためであります。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。

中馬宏之 ○ ―――

産業経済論や技術経営分野の専門的な知識と
、企業におけるイノベーションに関する豊富な
知見、高い見識を活かして独立した立場から当
社のグループ経営を監督いただけると判断した
ためであります。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。

谷奈穂子 ○ ―――

半導体業界に関する専門的知見と豊富な経営
経験、高い見識を活かして独立した立場から当
社のグループ経営を監督いただけると判断した
ためであります。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 7 0 2 5 0 0 その他

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 7 0 2 5 0 0 その他

補足説明

当社は、取締役・執行役員の報酬決定プロセスおよび取締役・監査役・執行役員の指名・選任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役
会の諮問機関として社外取締役が加わる独立した指名委員会および報酬委員会を設置しています。

なお、取締役会は、指名委員会および報酬委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。

指名委員会および報酬委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員と
し、その過半数を社外取締役で構成します。指名委員会および報酬委員会の委員長は委員の互選によって後日選任します。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



当社は2017年6月の定時株主総会以降、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでいます。

監査役は会計監査人と定期的に打合せを実施し、会計監査の状況について報告を受けるとともに、改善の必要性の有無等を検討・確認し合って
います。また、例えば当社各部門や子会社の棚卸に際し会計監査人と連携して立会いを実施するなど監査の実効性を高めるよう努めています。
更に決算監査に関しては、会計監査人より監査報告書の提出を受けるとともに、監査方法、監査結果について報告を受けています。

当社は、業務執行ラインから独立した監査室を設置しています。監査室は主として国内の当社事業場や子会社の会計監査を定期的に実施し、定
期報告会において監査役に報告を行なうとともに監査役監査の状況についても意見交換を行い、監査の実効性を高めています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山下淳 弁護士

渡邊充範 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山下淳 ○ ―――

弁護士としての豊富な経験・見識、国際法務に
関する高い専門性を活かして独立した立場か
ら当社の業務執行を指導および監査いただけ
ると判断したためであります。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。

渡邊充範 ○

四国化成工業株式会社の取締役常務執
行役員であり、当社は同社との間で薬剤
の購入取引がありますが、年間20万円未
満です。また、当社子会社の取締役（当社
の元取締役）が同社の社外監査役を務め
ています。

事業会社における豊富な経営経験、高い見識
を活かして独立した立場から当社の業務執行
を指導および監査いただけると判断したためで
あります。

なお、同氏は取引所の定める事由のいずれに
も該当せず、その他当社経営陣との間に独立
性を阻害するような利害関係がないことから、
一般株主との間に利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員として指定しました。



【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を、全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

2018年6月28日開催の第175回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）が、株価変動のメリットとリスクをより一層株主と共有し、株価
上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員区分ごとの対象となる役員の員数および報酬等の総額（報酬等の種類別の総額）

社内取締役 8名 総額230百万円（基本報酬 162百万円、賞与48百万円、譲渡制限付株式 19百万円）

社内監査役 2名 総額 34百万円（基本報酬 34百万円）

社外取締役および社外監査役 7名 総額60百万円（基本報酬 60百万円）

（注１）取締役の報酬限度額

　・年額400百万円以内

　　（2005年6月29日の第162回定時株主総会で決議）

　・上記とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として取締役（社外取締役を除く）に対して支給する金銭報酬債権の総額：年額40百万円

　　以内

　　（2018年6月28日の第175回定時株主総会で決議）

（注２）監査役の報酬限度額

　・年額 70百万円以内

　　（1988年７月22日の第145回定時株主総会で決議）

（注３）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役に対する給与相当額は含まれていません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



(1) 取締役報酬の決定に関する基本方針・手続き

　・当社は、取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置します。

　・取締役会は、報酬委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、報酬委員会が策定した報酬決定に関する方針を決議

　　します。

　・報酬委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数

　　を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。

　・報酬委員会は、優れた経営人材を確保し、適切な処遇を行うために、他社の報酬水準や報酬の構成割合、当社のポジション等も考慮し、取締

　　役の報酬テーブル（報酬構成と額、割合を定める）、および賞与算定基準（売上高、税引前当期純利益、営業キャッシュフロー等の全社業績目

　　標、部門業績目標に対する達成度を役位に応じた一定の割合で反映して実支給額を算定）の設定と検証、適宜の見直しを行います。

　・取締役の報酬は、基本報酬（月額報酬）、賞与、株式報酬（譲渡制限付株式）で構成します。ただし、社外取締役は基本報酬（月額報酬）のみと

　　します。

　・各取締役に対し、報酬委員会で決定した報酬テーブルに定める役位別の基本報酬(月額報酬)を支給します。

　・各取締役（社外取締役を除く）に対し、年度業績を重視した成果インセンティブとして、賞与を年1回支給します。賞与の実支給額は、報酬委員

　　会で決定した報酬テーブルに定める役位別の賞与標準額をベースに、賞与算定基準を適用して決定します。

　・各取締役（社外取締役を除く）に対し、株価変動のメリットとリスクをより一層株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高め

　　るため、株式報酬として譲渡制限付株式を割り当てます。

　・取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定します。なお、譲渡制限付株式にかかる金銭報酬債権の

　　額および支給時期は、株主総会の決議により別途定められた総額および株式総数の範囲内において、報酬委員会の審議を経て、取締役会で

　　決定します。

　・取締役に対して、退職慰労金は支給しません。

(2) 監査役報酬の決定に係る基本方針

　・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定しています。

　・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。

　・賞与及び退職慰労金は、支給していません。

(3) 方針の決定方法

　・取締役報酬の決定に係る基本方針は、取締役会決議により定めます。

　・監査役報酬の決定に係る基本方針は、監査役会決議により定めます。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役・社外監査役には、経営戦略センターより取締役会資料を事前（通常3営業日前）に配布し、取締役会にて十分な議論が尽くせる体制
をとっています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社はすでに相談役・顧問委嘱制度を廃止しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1) 業務監督・執行体制

　【取締役会】

　当社の取締役会は、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しています。取締役会は原則として毎月

　1回開催しています。

　【経営戦略会議】

　取締役および執行役員等により構成される経営戦略会議では、グループの業務執行に関する重要事項について審議しています。経営戦略

　会議は原則として毎月1回開催しています。

　【取締役】

　取締役は、社外取締役5名を含む12名が選出されています。毎事業年度の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1年としていま

　す。代表取締役は、取締役会の決議により選出され、代表取締役社長および代表取締役専務執行役員の2名が就いています。



　【執行役員】

　当社は、グループ経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入して

　います。執行役員は13名（取締役兼務の6名を含む）で構成されています。また、執行役員の任期は1年としています。

(2) 監査体制

　当社は、監査役および監査役会を設置し、監査役による監査、会計監査人による会計監査、内部監査部門である監査室による内部監査を実

　施しています。各監査間相互の連携を図り、コーポレート・ガバナンスの向上に努めています。このほか、労働安全、環境、情報システムなど

　の専門領域についても、それぞれ監査を実施しています。

　【監査役会】

　当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役により構成されています。監査役は、監査役会で定めた監査方針および監査計画に

　基づき、取締役会や経営戦略会議などの重要な会議への出席、業務状況の聴取などを通じて、当社および子会社の経営と業務執行の監査

　にあたっています。

　【会計監査人】

　当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び監査を受けることで、公正な立場からの監査が徹底されています。

　【内部監査部門】

　当社は、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査室を設けています。監査室は、当社ならびに子会社の業務遂行状況について

　継続的な実地監査を行い、合法性と合理性の観点より改善への助言・提案等を実施し、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図ってい

　ます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社が現状の体制を採用している理由は、豊富な経験と深い知見を保有している社外取締役が、客観的・中立的な視点から当社の経営を監視す
るとともに、社外監査役および当社出身の常勤監査役が、内部監査部門である監査室と連携することによって業務の適正性を確保していると考え
ているためです。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
総会開催日の3週間前を発送の目途としています。2021年12月期の場合、総会開催日は
2022年3月30日でしたが、招集通知は3月8日に発送しました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してい
ます。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知(参考書類)の英訳を作成し、当社ホームページに掲載しています。

その他

株主総会招集通知、および連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表を当社
ホームページに掲載しています。

又、株主総会終了後には、議案ごとの賛否の票数を含めた議決権行使結果およびその
英訳を掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページの「IRポリシー」の中で、「IR活動の基本姿勢」「情報開示の
方法」など、ディスクロージャーポリシーの内容の詳細につき掲載しております
。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎第2四半期と通期決算発表後に決算説明会を開催しています。社長ならび
に担当役員が決算内容や主要事業の製品・サービスなどについて説明を行っ
た後、質疑応答を行っています。2020年度に続き2021年度決算も、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、説明会はオンライン化して実施し、アナ
リスト、ファンドマネージャーをはじめ市場関係者約100名が出席されました。

あり



海外投資家向けに定期的説明会を開催
従来現地を訪問して実施していた海外機関投資家ミーティングは、2020年度に
続き2021年度も新型コロナウイルスの世界的感染拡大に対応し、ウェブ会議
または電話会議方式に変更して実施しました。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにおいて、統合報告書、定時株主総会の招集・決議通知、
決算短信、決算説明資料、コーポレート・ガバナンス報告書、事業報告、有価
証券報告書、プレスリリース資料など各種IR資料を掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営戦略センターサステナビリティ推進室コーポレートコミュニケーショングル
ープが、IRを担当しています。経営戦略センター長がIR担当役員となります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、1998年1月に「企業行動憲章」を制定しその中に当社および当社従業員が果たす
べき「ステークホルダーの立場の尊重」を盛り込みました。また、2007年4月には「人権憲章
」を制定しました。「企業行動憲章」「人権憲章」の内容は2019年1月に制定した「VALUE」「
行動指針」に継承しています。さらに、顧客・取引関係者・従業員などの個人情報を適切に
扱うことを企業の重要な社会的責任と考え、2005年1月に「個人情報保護憲章」を制定しま
した（2014年4月に「個人情報保護方針」に改称）。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社ホームページに「CSR」という項目を設け、環境保全活動、CSR活動等の実施状況を
公開しています。また、環境問題を事業活動の重要な柱のひとつと捉え、地球環境の改善
に積極的に取り組むことを企業の重要な社会的責任と考え、1993年6月に「環境憲章」を制
定しました。「環境憲章」の内容は2019年1月に制定した「VALUE」「行動指針」に継承してい
ます。

その他
当社は、従業員と組織の健康づくりを重要な課題として捉え、2019年1月に「日清紡グルー
プ健康経営方針」を制定しました。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「日清紡グループ企業理念」に基づき、グループ全体に健全な企業風土を醸成しています。業務執行の場においては、業務執行プロセス
の中に問題発見と改善の仕組みを設け、以下のとおり内部統制のシステムを構築・運用しています。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　(1) 取締役および執行役員は、グループにおけるコンプライアンスの確立、ならびに法令、定款および社内規定の遵守の確保を目的とする「日

　　　清紡グループ行動指針」を率先垂範しています。また、従業員に対して本指針の遵守の重要性を繰り返し教育することにより、周知徹底

　　　を図っています。

　(2) 社長をコンプライアンスの最高責任者とし、社長直属の企業倫理委員会は、グループの企業倫理に関する制度・規定の整備および運用

　　　を担っています。企業倫理委員および社外の顧問弁護士を受付窓口とする企業倫理通報制度により、法令違反行為などの早期発見、是

　　　正を図っています。社長は企業倫理に関する重要事項を取締役会・監査役に報告しています。

　(3) 社外取締役の参画により、取締役会の監督機能を充実させ、経営の透明性向上を図っています。執行役員制の採用により、経営の意思

　　　決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの機能強化を図っています。

　(4) グループの内部監査を担当する組織として、業務執行ラインから独立した監査室を設けています。監査室は、各部門の業務執行状況の内

　　　部監査を行い、適正かつ合理的な業務遂行の確保を図っています。

　(5) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係機関と

　　　緊密に連携し、事由の如何を問わず、グループとして組織的に毅然とした姿勢をもって対応しています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　(1) 法令・社内規定に従い、株主総会・取締役会などの重要な会議の議事録、経営の重要な意思決定・執行に関する記録および会計帳簿な

　　　どの会計に関する記録を作成、保管しています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　(1) 取締役および執行役員は、グループの企業価値の維持・向上および事業活動の持続的成長を阻害するすべてのリスクに適時・適切に対

　　　応するため、リスク管理に関する制度・規定を整備し、リスク予測、対策の立案・検証および緊急時対応などのリスクマネジメントを実施して

　　　います。

　(2) 社長をリスクマネジメントの最高責任者とし、統括責任者および各部門の責任者を定め、リスクマネジメントを実施しています。統括責任者

　　　の下にグループの事務局としてコーポレートガバナンス室を置き、リスクマネジメントの管理運用・教育支援を担当しています。

　(3) 経営上の重要なリスクへの対応方針などについては、経営戦略会議などで十分に審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会

　　　に報告しています。

　(4) 各部門は、担当業務に関して優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対策を決定し、適切なリスクマネジメントを実施してい

　　　ます。管理部門は、担当事項に関して事業部門が実施するリスクマネジメントを横断的に支援しています。

　(5) 法令違反、環境、製品安全、労働安全衛生、情報セキュリティ、自然災害などの各部門に共通する個別リスクについては、それぞれに対応

　　　した規定を整備し、これに従ってリスクマネジメントを実施しています。



４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　(1) 取締役会の規模を適正に維持することにより、経営戦略・方針の意思決定を迅速化しています。また、取締役の任期を1年とし、毎年の定

　　　時株主総会で取締役に対する株主の評価を確認することにより、事業年度に関する責任の明確化を図っています。

　(2) 執行役員制の採用により、業務執行における意思決定を迅速化しています。

　(3) 営業規則・決定権限規定に基づく業務分掌および権限分配により、職務執行の効率化を図っています。

５．日清紡グループにおける業務の適正を確保するための体制

　(1) 日清紡グループの業務運営およびリスクマネジメントに関する制度・規定を整備し、この制度・規定を適切に運用することにより、グループ

　　　の業務の健全性および効率性の向上を図っています。

　(2) グループ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社運営規定に従い、各社から業務に関する定期的な報告・連絡などを受けてい

　　　ます。

　(3) グループ各社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らして適正に行っています。

　(4) 日清紡グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する体制を整備するとともに、金融商品取引法その

　　　他の関係法令に基づき、その評価、維持および改善活動を継続的に行っています。

　(5) グループ各社に取締役・監査役を派遣し、業務執行を監督・監査しています。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　(1) 監査役は、監査部門などに所属する従業員に監査業務に必要な事項を指示することができます。

　(2) 監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員は、監査役の指示事項に関し、もっぱら監査役の指揮命令を受けます。

　(3) 監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員について、取締役および当該従業員の所属部門の上司は、当該従業員が監査役の指

　　　示事項を実施するために必要な環境の整備を行います。

７．監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　(1) 監査役は、取締役会およびグループの重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、当社およびグループ各社の取締役、監査

　　　役、執行役員および従業員から業務執行または監査業務の状況について報告を受けます。また、取締役会議事録などの業務に関する記

　　　録を閲覧することができます。

　(2) 当社およびグループ各社の取締役、執行役員、監査役および従業員は、日清紡グループの信用の大幅な低下、業績への深刻な悪影響

　　　、企業倫理に抵触する重大な行為またはこれらのおそれが生じたときは、直接に又は職制等を通じて、監査役に対して速やかに報告を行

　　　います。また、財経部門、監査部門などの責任者は、その職務の内容に応じ、監査役に対する報告を行います。

　(3) 当社およびグループ各社の取締役および執行役員ならびに従業員は、監査役に対して監査業務等に関する報告を行ったことを理由に、当

　　　該報告を行った従業員等を不利益に処遇しまたは取扱いしません。

　(4) 監査役と監査部門との連絡会を定期的に開催し、監査部門は内部監査に関する重要な事項を監査役に報告するとともに、監査役と監査

　　　部門の連携を図っています。

　(5) 監査役の職務遂行に必要な費用は、当社が負担します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．基本的な考え方

「内部統制システムについての基本的な考え方」の第1項に記載したとおり、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるいかなる反社会的勢力に対し
ても、組織的に毅然とした姿勢をもって対峙し、その不当な要求については、関係機関とも連携し、事由の如何を問わずこれに応じない体制を整
備しています。

２．整備状況

・基本的な考え方の内容は行動指針に含まれており、グループの全従業員に対して教育を実施しています。

・反社会的勢力による不当要求事案の発生時は、経営戦略センターを対応部署とし、警察等関連機関とも連携し対応します。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係わる社内体制の状況は、次の通りです。

１．適時開示の基盤となる企業理念ならびに行動指針について

　当社グループは、「日清紡グループ企業理念」に基づき、「行動指針」を定め、その項目の一つに「質の高いコミュニケーション」を掲げています。

　その内容は、会社情報の適時開示に係る基本的な考え方として「企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広いステーク

　ホルダーと建設的な対話を行い、企業価値の向上を図る」と規定している一般社団法人日本経済団体連合会の「企業行動憲章」に準拠してい

　ます。

２．重要情報の管理について

　当社グループでは、重要情報の管理およびインサイダー取引の未然防止のため、インサイダー情報管理規定を設け、情報管理責任者および



　情報管理担当者を配置しています。情報管理責任者は、証券取引所に届け出た情報取扱責任者がこれにあたり、重要情報を統括・管理して

　います。また、情報管理担当者は、各主要子会社の長がこれにあたり、グループ全体の重要情報を管理しています。

３．重要情報の開示について

　重要情報の開示については、原則として取締役会の決議を経た後、情報取扱責任者の指示に基づき、経営戦略センター財経・情報室財経

　グループが、開示資料を適時開示情報伝達システム（TDnet）で提出し、その後、経営戦略センターサステナビリティ推進室コーポレートコミュ

　ニケーショングループが報道機関への配布ならびにインターネット上の当社ホームページ・社内イントラネットに掲載し、情報の周知を図る体制

　となっています。




